
一

第
百
八
十
八
号
議
案
　
東
京
都
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
八
十
八
号
議
案

東
京
都
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
自
然
公
園
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
三　

主
と
し
て
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
道
路
で
あ
っ
て
舗
装
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
道
路
に
お
い
て
車
馬
を

使
用
す
る
こ
と
。

　

第
十
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

野
生
動
物
（
鳥
類
又
は
哺
乳
類
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
餌
を
与
え
る
こ
と
そ
の
他
の
野
生
動
物
の
生

態
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
で
規
則
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
都
立
自
然
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
行
う
こ

と
。

　

第
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
次
条
各
号
」
を
「
次
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２　

公
園
管
理
団
体
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

都
立
自
然
公
園
の
保
護
と
そ
の
適
正
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
情
報
又
は
資
料
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。
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二

　

二　

都
立
自
然
公
園
の
保
護
と
そ
の
適
正
な
利
用
の
推
進
に
関
し
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

三　

都
立
自
然
公
園
の
保
護
と
そ
の
適
正
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
六
条
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
増
進
の
た
め
の
情
報
の
提
供
等
）

第
三
十
八
条
の
二　

都
は
、
都
立
自
然
公
園
の
利
用
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
都
立
自
然
公
園
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
普
及
宣
伝
を
行
う
も
の

と
す
る
。

　

第
六
十
八
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各

号
を
加
え
る
。

　

一　

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

　

二　

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

　

第
六
十
九
条
中
「
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
」
を
「
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
せ
ら
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
」
に
改
め
、
同

条
各
号
を
削
る
。

　

第
七
十
一
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
同
条
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

自
然
公
園
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
を
踏
ま
え
、
都
立
自
然
公
園
の
利
用
に
係
る
規
制
を
強
化
す
る

ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


